
平成２９年度第１回生駒市法令遵守委員会会議録(要旨) 

日  時：平成２９年４月１０日（月）午前９時３０分～午前１０時４５分 

場  所：生駒市役所 ４階 ４０２会議室 

出 席 者：【委員】 秋田委員長、丹羽委員、九鬼委員 

【事務局】大西総務部長、西田総務課長、飯島総務課課長補佐、 

渡辺総務課行政経営係長、坂東総務課係員 

会議内容： 

１ 市長への意見書に対する市の対応について 

（１）平成２９年２月２０日付けで法令遵守委員会から市長に提出された意見書に関し

て、市の改善策と職員周知など、これまでの対応について事務局から説明 

（２）意見等 

・示された改善策に日付と作成者がないが、改善策として示すのであれば、市長名で出

されるべき。また、職員向け及び管理職向けの通知文書に、改善策の内容が反映され

ていないのでは。 

・改善策に、公職者の全件記録について抜けている。市長と面談した際に、市長からも

「公職者からの要望を全て記録することは外せない。」とのコメントをもらっている。 

・市長には、この制度を今後どういう方向に持って行くかは、トップの判断が必要であ

ることを面談の際に伝えた。 

（事務局説明） 

文書についてのご指摘はそのとおりであるが、この制度に対して、市長、副市

長とも危機感を持たれている。 

・委員会からの意見書を受けて、議会から質問があってもよいのだが、意見書が出たこ

とを議会には周知していないのか。 

（事務局説明） 

周知はしていない。 

・この制度は職員を守るための制度である。例えば、大阪の森友学園の問題では、職員

に原因があるように言われているが、誰からどのような話があったかを正確に記録し

ていれば、防げたのではないかと考えている。 

・部課長会での訓示はどのようなものだったか。 

（事務局説明） 

副市長から全管理職に対して、法令遵守制度の徹底、若年層職員へ指導徹底す

るよう訓示があった。 

・平成２８年度に入ってから公職者からの要望記録がない。問合せや資料請求もないと

は考えにくい。公職者については、全件記録することになっているが、この点がどれ

だけ徹底されているのか。 



・重要な要望は、権限のある幹部のところに来るものである。制度運用においては幹部

の意識が極めて重要である。 

・今まで、課長への要望については記録報告があったが、部長への要望について記録し

たものはほとんど報告されていないのではないか。 

（事務局説明） 

部長への要望については、以前は記録報告があったが、最近は報告がない。 

・今後、委員会としては、早いタイミングで 28 年度の報告書を出し、議会や市民など、

対外的に制度の現状を明らかにし、この制度の今後の動向を議論してもらいたい。 

・改善策で提起されているマニュアル作成や研修の実施など具体的な実施案について、

作業の途中経過、叩き台の段階でもよいので次回報告してもらいたい。 

２ 平成２８年度第７回会議録について確認 

意見なし 

３ 平成２５年度と平成２６年度の要望等記録件数について 

（１）事務局から平成２５年度、２６年度の要望等記録件数について資料に基づき報告  

（２）意見等 

・平成２５年度及び２６年度は、公職者からの要望等記録件数は相当数あったのが分か

る。やはり、突然なくなったのが不思議である。 

４ 法令遵守推進制度の運用状況（平成２９年１月分～２月分） 

（１）事務局から平成２９年１月分、２月分について資料に基づき報告 

（２）意見等 

・意見なし 

５ 平成２８年度報告書（案）について 

（１）意見等 

・次回の委員会では、３月及び４月の運用状況を報告してもらいたい。また、改善策に

ついての具体的な実施内容として、マニュアル作成や研修の内容・予定時期など、作

業の途中経過やたたき台の段階でもいいので報告してもらいたい。これらをふまえて

平成２８年度の報告書の内容を議論しまとめていく。 

・過去に、委員会として、公園樹木の枝切り等の定例的な内容は記録報告不要の方向と

したり、記載する基準を作ってはどうかと提言してきた。マニュアル等を作成する際

には、それらもふまえて検討してもらいたい。 

・３月に改善策を出しているので、スピード感が必要。 

・９月議会で、この制度について幅広く議論できるような説明をしていただきたい。 

（事務局説明） 

議論というより、全員協議会等で制度運用の現状、委員会からの意見を説明し、



市としては条例どおりの制度運用を心がけていくという話になる。 

・委員会としては、正式な形で公表するべきと考えている。このような方向性について

市長には報告するのか。 

（事務局説明） 

報告する。特に、公職者からの要望等の全件記録については、再度、徹底して

いくことについて相談する。 

６ その他 

・次回の会議は、５月１６日（火）９：３０から開催 

〔配付資料〕 

〔資料１－１〕生駒市法令遵守推進条例における「職務に関する要望等記録制度」の運用停止状況につ

いての意見書 

〔資料１－２〕要望等記録報告制度の運用が徹底されるために講ずる改善策 

〔資料１－３〕生駒市法令遵守推進条例に基づく要望等記録報告制度の運用の徹底について 

〔資料１－４〕生駒市法令遵守推進条例に基づく要望等記録報告制度の運用の徹底について（通知） 

〔資料２〕要望等記録件数の内訳（平成２５年度－平成２６年度） 

〔資料３〕平成２８年度第７回生駒市法令遵守委員会会議録（要旨）（案） 

〔資料４〕法令遵守推進制度運用状況 平成２８年４月～平成２９年２月 

〔資料５〕要望等記録一覧表（平成２９年２月分） 

〔資料６〕要望等記録票兼報告書（平成２９年２月分） 

〔資料７〕平成２８年度法令遵守推進制度に係る報告書（案） 

〔新聞記事〕 


